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特集企画／賃金制度の再構築
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今
、
な
ぜ
「
賃
金
制
度
の
再
構
築
」
な
の
か
…

そ
の
意
義
を
考
え
る
こ
と
で
未
来
が
見
え
て
く
る

政府主導ではなく自社の
未来を託す賃金制度の確立 !
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　中小企業では、2021 年 4 月
から「同一労働・同一賃金」へ
の対応が必要となります。特
に、諸手当が乱立する中小企
業の賃金制度はリスクが高い
一方で、その見直しにはある
程度の期間を要するため、早
めの取り組みが求められてい
ます。

Th
e title

4

住宅手当
皆勤手当
無事故手当
作業手当
給食手当
通勤手当

〇
×
×
×
×
×

ハマキョウレックス事件
能率給・職務給
精勤手当
住宅手当
家族手当
役付手当
超勤手当
賞　　与

〇
×
〇
〇
〇
×
〇

長澤運輸事件

※〇は、正社員と非正規社員の格差を「不合理では
　ない」と判断、×は「不合理」と判断された
※いずれも最高裁判決（2018.6.1）のみ記載

図1　待遇差が争点となった労働事件

●
「
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
」

　

今
春
「
終
身
雇
用
な
ん
て
、
も
う
守

れ
な
い
」
と
い
う
経
団
連
会
長
の
発
言

が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
ま
さ

に
、
産
業
構
造
の
変
化
や
高
度
情
報
化

社
会
の
到
来
で
、
終
身
雇
用
と
一
体
と

な
っ
て
運
用
さ
れ
て
き
た
年
功
型
賃
金

制
度
が
崩
壊
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
お

り
、
定
期
昇
給
や
長
期
生
活
保
障
を
前

提
と
し
た
制
度
か
ら
、
ジ
ョ
ブ
型
制
度

へ
の
移
行
を
模
索
す
る
時
代
に
な
っ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

国
の
制
度
改
正
上
も
大
き
な
動
き
が

あ
り
、
大
企
業
で
は
２
０
２
０
年
4
月

か
ら
、
中
小
企
業
で
も
２
０
２
1
年
4

月
か
ら
「
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
」（
同

じ
企
業
で
働
く
正
社
員
と
短
時
間
労
働

者
・
有
期
契
約
労
働
者
と
の
間
で
、
基

本
給
や
賞
与
、
手
当
な
ど
あ
ら
ゆ
る
待

遇
に
つ
い
て
不
合
理
な
差
を
な
く
す
取

り
組
み
）
へ
の
対
応
が
義
務
化
さ
れ
る

こ
と
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
（
以
下
、
短

時
間
労
働
者
・
有
期
契
約
労
働
者
を
非

正
規
社
員
と
記
述
）。
尚
、
派
遣
労
働

者
に
は
全
企
業
で
２
０
２
０
年
４
月
か

ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
新
た
に
施
行
さ
れ
る

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
」

（
派
遣
労
働
者
は
改
正
「
労
働
者
派
遣

法
」）
に
基
づ
き
、
こ
う
し
た
不
合
理

な
差
を
設
け
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
正

社
員
と
の
待
遇
の
違
い
や
そ
の
理
由
に

つ
い
て
非
正
規
社
員
か
ら
求
め
が
あ
っ

た
場
合
に
、
事
業
主
に
説
明
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
ト
ラ
ブ
ル
回
避
と
人
材
確
保

　

当
面
、
こ
の
制
度
は
特
段
の
罰
則
は

な
い
の
で
す
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
対

応
を
怠
っ
て
い
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
、
労
使
ト
ラ

ブ
ル
の
問
題
で
す
。
図
1
は
新
聞
報
道

で
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
、
正
社

員
と
非
正
規
社
員
と
の
待
遇
差
が
争
点

と
な
っ
た
労
働
事
件
で
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
業
種
（
共
に
運
送
業
）

や
状
況
も
限
定
さ
れ
、
こ
の
結
果
を
も

っ
て
「
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
」
へ
の

対
応
方
法
が
決
ま
っ
て
く
る
と
い
う
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も

今
後
、
正
社
員
と
の
待
遇
差
に
関
わ
る

非
正
規
社
員
の
意
識
は
高
ま
り
、
制
度

対
応
が
充
分
で
な
け
れ
ば
、
自
ず
と
労

使
ト
ラ
ブ
ル
が
増
え
て
く
る
こ
と
は
想

https://www.sas-sroffice.com/
mailto:sous@sas-sroffice.com
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中
小
企
業
の
賃
金
制
度
の
見
直
し
は

リ
ス
ク
・
手
順
・
賃
金
体
系
を
知
る
こ
と
か
ら

同
一
賃
金
」
へ
の
対
応
を
踏
ま
え
た
場

合
、
大
き
な
リ
ス
ク
と
な
り
得
る
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

　

総
論
と
し
て
は
、
な
る
べ
く
現
状
有

る
諸
手
当
は
整
理
し
て
シ
ン
プ
ル
に
す

る
べ
き
で
あ
り
、
賞
与
や
退
職
金
の
制

度
は
月
例
給
与
と
は
連
動
し
な
い
形
に

改
定
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

●
見
直
し
は
5
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で

　

賃
金
制
度
の
見
直
し
（
新
規
導
入
含

む
）
の
手
順
は
、
以
下
の
5
つ
の
ス
テ

ッ
プ
で
進
め
ま
す
。

て
、
基
本
給
を
低
め
に
設
定
し
て
、
諸

手
当
を
た
く
さ
ん
つ
け
て
い
る
と
い
う

ケ
ー
ス
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。「
基

本
給
を
低
く
し
て
お
け
ば
、
賞
与
や
退

職
金
の
支
給
を
抑
え
ら
れ
る
」「
手
当

が
た
く
さ
ん
あ
れ
ば
、
待
遇
の
良
さ
を

ア
ピ
ー
ル
で
き
る
」
な
ど
の
理
由
を
聞

く
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
図
2
で
示

し
て
い
る
通
り
、
そ
も
そ
も
月
例
給
与

と
、
賞
与
や
退
職
金
は
支
給
の
目
的
が

異
な
り
、
連
動
さ
せ
る
根
拠
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

ま
た
、
連
動
し
て
い
る
こ
と
で
支
払

額
が
会
社
の
業
績
や
支
払
能
力
以
上
に

膨
れ
上
が
っ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
も
生
じ

ま
す
。

　

諸
手
当
に
つ
い
て
も
、
よ
く
理
由
が

説
明
で
き
な
い
手
当
の
乱
立
を
招
く
傾

向
が
高
く
な
り
、
今
後
「
同
一
労
働
・

●
正
社
員
の
賃
金
制
度
の
見
直
し

　
「
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
」
へ
の
対

応
に
お
い
て
は
、
主
た
る
正
社
員
の
制

度
が
確
立
さ
れ
て
、
初
め
て
従
た
る
非

正
規
社
員
の
制
度
を
合
わ
せ
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ま
ず
取

り
組
む
べ
き
は
正
社
員
の
制
度
と
な
り

ま
す
。

　

特
に
中
小
企
業
で
は
、
賃
金
制
度
の

良
し
悪
し
以
前
に
、
制
度
そ
の
も
の
が

な
い
、
ま
た
は
不
明
確
、
あ
る
い
は
大

手
企
業
に
倣
っ
て
表
面
上
賃
金
表
は
規

定
さ
れ
て
い
る
が
、
実
態
は
運
用
さ
れ

て
い
な
い
な
ど
の
状
況
も
、
決
し
て
珍

し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
か
ら
は
、
正
社
員
の
賃
金
制
度
の
再

構
築
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
、
解
説
を
進

め
ま
す
。

　

中
小
企
業
の
賃
金
体
系
の
傾
向
と
し

支給目的 評価の視点

給与（月給）

賞　与

退職金

生活の安定

業績の配分

功労報奨
賃金の後払い
老後の生活保障

中　期

短　期

長　期

図2　原則的な賃金制度のあり方

像
に
難
く
な
い
で
し
ょ
う
。

　

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
賃
金
制
度
を

整
備
す
る
本
質
的
な
意
義
と
も
い
え
ま

す
が
、
人
材
確
保
に
関
す
る
問
題
で
す
。

　

昨
今
、
空
前
の
人
出
不
足
で
人
材
確

保
は
ま
さ
に
最
上
位
の
経
営
課
題
で
あ

り
、
求
め
る
人
材
の
採
用
や
定
着
に
あ

た
っ
て
は
賃
金
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
重
要
な
要
素
と
な
り
ま
す
。

●
全
て
は
自
社
の
未
来
の
た
め

　

人
事
管
理
理
論
の
定
番
「
ハ
ー
ズ
バ

ー
グ
の
二
要
因
理
論
」
で
は
、
賃
金
は

衛
生
要
因
（
不
満
足
要
因
）
と
さ
れ
、

必
ず
し
も
賃
金
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
高
ま
る
わ
け
で
は

な
い
一
方
で
、
実
際
の
賃
金
が
職
務
内

容
や
責
任
・
権
限
な
ど
に
見
合
っ
て
い

な
い
、
支
払
方
や
昇
給
の
ル
ー
ル
が
決

ま
っ
て
い
な
い
な
ど
の
、
理
不
尽
な
内

容
で
あ
る
場
合
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は

低
下
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
、

賃
金
制
度
が
充
分
で
な
い
こ
と
は
、
人

材
流
出
の
リ
ス
ク
を
抱
え
る
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。

　

一
連
の
「
働
き
方
改
革
」
に
関
連
す

る
施
策
と
同
様
に
、
政
府
が
や
れ
と
言

っ
た
か
ら
、
法
律
が
改
正
さ
れ
た
か
ら
、

と
い
う
だ
け
で
取
り
組
む
こ
と
に
違
和

感
や
反
発
を
覚
え
る
経
営
者
も
多
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
賃
金
制
度
の
整
備

に
取
り
組
む
こ
と
で
、
自
社
の
未
来
が

求
め
る
人
材
の
安
定
確
保
に
つ
な
が
る

の
で
あ
れ
ば
、
捉
え
方
も
変
わ
っ
て
く

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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ス
テ
ッ
プ
①
：
現
状
分
析

　

現
状
の
月
例
賃
金
デ
ー
タ
に
基
づ

き
、
自
社
の
基
本
給
や
各
種
手
当
の
支

給
状
況
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か

分
析
し
ま
す
。

　

組
織
図
や
部
署
ご
と
の
職
務
内
容
、

現
行
の
資
格
制
度
有
無
や
役
職
体
系
、

昇
給
・
昇
格
基
準
や
運
用
ル
ー
ル
、
就

業
規
則
・
賃
金
規
程
上
の
規
定
内
容
・

実
態
と
の
整
合
性
、
全
従
業
員
の
年
齢
・

勤
続
年
数
な
ど
の
構
成
、
そ
の
他
賞
与

算
出
基
準
・
退
職
金
規
程
な
ど
を
確
認

し
て
、
問
題
点
を
洗
い
出
し
ま
す
。

来
の
あ
る
べ
き
姿
」
を
明
確
に
打
ち
出

し
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
新
制
度
を
設

計
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
既
存
従
業
員

に
適
用
す
る
こ
と
は
分
け
て
考
え
る
こ

と
で
す
。

ス
テ
ッ
プ
④
：
移
行
処
理

　

新
制
度
を
既
存
従
業
員
に
適
用
さ
せ

ま
す
。
制
度
移
行
時
の
基
本
的
な
考
え

は
「
現
状
維
持
」
で
す
。
差
額
に
つ
い

て
は
「
調
整
給
」
と
し
て
支
給
し
ま
す
。

一
定
の
期
間
を
か
け
て
解
消
し
て
い
く

こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
。

ス
テ
ッ
プ
②
：
制
度
方
針
決
定

　

問
題
点
を
解
決
す
る
た
め
の
課
題
を

明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
制
度
改
定
の

方
向
性
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

　

具
体
的
な
賃
金
体
系
に
関
し
て
は
、

各
社
各
様
で
正
解
は
な
い
の
で
す
が
、

い
く
つ
か
代
表
的
な
も
の
を
後
述
し
ま

す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

ス
テ
ッ
プ
③
：
制
度
設
計

　

新
た
に
決
定
し
た
方
針
に
基
づ
い

て
、
新
制
度
の
設
計
を
行
い
ま
す
。
現

行
の
制
度
に
捉
わ
れ
る
こ
と
な
く
「
将

E手当

D手当

C手当

B手当

A手当

基
本
給
（
改
定
前
）

基
本
給
（
改
定
前
）

E手当

D手当

C手当

B手当

A手当 仮
基
本
給

E手当

D手当

基
本
給
（
改
定
後
）

E手当

D手当

調整給

図3　制度改定のイメージ

図4「段階号俸表」

ス
テ
ッ
プ
⑤
：
制
度
運
用

　

制
度
移
行
後
の
具
体
的
な
運
用
方
法

「
評
価
基
準
」
と
「
昇
給
・
昇
格
の
方
法
」

に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
（
評
価
の
手
法

に
つ
い
て
は
、
今
回
は
割
愛
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
）。

　

以
上
に
な
り
ま
す
が
、
諸
手
当
の
整

理
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
場
合
、

全
体
の
制
度
改
定
の
イ
メ
ー
ジ
は
図
3

の
と
お
り
で
す
。

●
賃
金
体
系
の
種
類

　

こ
こ
で
は
、
具
体
的
な
賃
金
体
系
の

代
表
例
を
明
記
し
ま
す
。

「
段
階
号
俸
表
」

　

国
内
で
は
、
大
手
企
業
を
中
心
に
最

も
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
賃
金
体
系
で

す
。
実
額
が
管
理
し
や
す
い
、
従
業
員

に
分
か
り
や
す
い
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が

あ
り
ま
す
が
、
一
方
で
硬
直
的
に
な
り

や
す
い
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
中
小
企
業
で
は
規
定
上
導

入
し
て
い
る
が
、
実
態
と
乖
離
し
運
用

で
き
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
の
も
事

実
で
す
（
図
4
）。
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（管理層）
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■ 昇給表の例
評　価

S A B C D

■ 賃金プロットに基づく範囲給設定のイメージ

（階層）

（
基
本
給
）

300,000

200,000

450,000

350,000
380,000

280,000

図6「範囲給＋昇給表」方式

●基本給

　ガイドラインでは、

① 能力または経験に応じて
② 業績または成果に応じて
③ 勤続年数に応じて

支給する場合は、①、②、③に応じた部分について、
同一であれば同一の支給を、一定の違いがあれば、そ
の相違に応じた支給を求めています。
　特に「勤続年数」などは表面的にも分かりやすい判
断要素となりますので、今後、正社員の基本給に反映
するかどうかは、非正規社員の賃金との整合性も鑑み
慎重に判断したいところです。

●役職手当

　一般的には、階層ごとの役職に対してのものがほと
んどのようです。役職の責任・権限が明確であれば、
メリハリもつき、非正規社員への支給も無理がないも
のと思われ、残す手当の一つとして検討したいところ
です。
　留意点としては、労基法上の管理監督者に該当しな
い者に支給する場合は、割増賃金の算定基礎賃金に含
めなければいけませんが、計算に入れていない会社が
散見されることです。
　ちなみに、ほとんどの管理職がプレーイングマネー
ジャーである中小企業では、労基法上の管理監督者に
該当することは極めて稀になります。
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図5「複数賃率表」

め
、
上
限
下
限
額
を
調
整
し
ま
す
。
昇

給
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は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
等
級
に

お
い
て
、
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に
対
す
る
昇
給
額
が
決

ま
っ
て
い
ま
す
。
等
級
ご
と
に
昇
給
額

が
表
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
非
常
に
分

か
り
や
す
い
で
す
（
会
社
の
業
績
に
応

じ
て
、
昇
給
表
を
何
パ
タ
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ン
か
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成

す
る
こ
と
も
検
討
可
能
で
す
）。
た
だ

し
、
中
途
採
用
の
賃
金
を
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め
る
場
合

に
は
、
等
級
内
で
の
絶
対
額
が
決
ま
っ

て
い
な
い
た
め
、
決
定
ル
ー
ル
が
必
要

と
な
り
ま
す
（
図
6
）。

基本給・各種諸手当の留意点と助成金

　以下に「同一労働・同一賃金ガイドラ
イン」（平成 30 年 12 月 28 日告示）を
参考にした、基本給や各種手当ごとの個
別留意点を明記します。また、最後に「助
成金制度」の紹介をします。



23 2019.8

特集企画／賃金制度の再構築

　　賃金制度の見直しにあたり
　　活用可能な「助成金制度」について

　賃金や人事に関するコンサルティングというと、そ
のかかる工数や負荷の大きさから、専門家へ支払う費
用もそれなりになると思われることでしょう。
　特に、これまでコンサルティングを依頼したことが
ない企業、例えば、従業員規模でいえば 50名未満の
会社からすると負担が重いと感じることでしょう。
　そこで最後に、賃金制度の整備や見直しに活用でき
る「厚生労働省管轄」の助成金情報を紹介します。
　それぞれメリット、デメリットがあり、必ずしもす
べてをお勧めするわけではありませんが、上手に活用
すればコンサルティング費用が軽減でき、ケースによ

っては実質無料となる場合もあります。ぜひチェック
してみてください。

●人材確保等支援助成金
　人事評価改善等助成コース

●人材確保等支援助成金
　雇用管理制度助成コース（評価・処遇制度）

●キャリアアップ助成金
　賃金規定等改定コース・賃金規定等共通化コース
　諸手当制度共通化コース・正社員化コース

●時間外労働等改善助成金
　団体推進コース

●通勤手当

　ガイドラインの中で「非正規社員にも正社員と同一
の支給をしなければならない」と明確に記載されてい
ます。ほぼ議論の余地はありません。現時点で不合理
な差（正社員と非正規社員で支給限度額に差があるな
ど）が見受けられるようであれば、早めに改定してお
きたいところです。

●家族手当

　近年は、単身者や共働き世帯が増えるなど、従業員
の家族構成も変化してきているため、そのあり方も含
め、再度検討されることをお勧めします。なお、一般
的には、割増賃金の算定基礎賃金からは除外されます
が、名称に関わらず一律に一定額が支給されている場
合などは除外されませんので留意してください。

●住宅手当

　例えば、全国各地に支店がある会社で、転勤ありの
正社員は支給対象、転勤なしの非正規社員は支給なし
としている場合には、不合理な差とはならない可能性
が高いです。ただし、実態として正社員に転勤がない
場合には見解が違ってきますので注意が必要です。
　また、住宅手当も割増賃金の算定基礎賃金から除外
されますが、あくまでも「住宅に要する費用」として
支給されるものに限られるため、賃貸居住者には一律
○万円、持家居住者には一律○万円とするものや、住
宅以外の要素（例えば扶養家族数）で支給額を決めて
いるものなどは除外されません。留意してください。

●時間外手当など

　正社員と同一の時間外、休日、深夜労働を行った非
正規社員に、同一の割増率で支給するのは当然ですが、
そもそも正社員の時間外手当が正しく計算されてい
ないケースが多く、まずはここから検証してください。
　また、定額残業制（手当）を導入している場合は、
その金額が適正かチェックしておきましょう。

●その他諸手当

　全員一律で支給されている精皆勤手当などの疑似
基本給的なものや中途社員と既存社員との不整合調
整のために支給している調整手当、その他、長らく慣
例的に支給しているが根拠がよく分からない手当な
ど、可能な限り、制度見直しのタイミングで整理し、
基本給と一本化することを推奨します。

●賞与

　会社の業績などへの貢献に応じて支給されるもの
については、非正規社員にも、その貢献に応じて、同
一の支給をしなければならないとされています。図2
でも示した通り、そもそも賞与とは、短期的な業績反
映の意味合いが強いことから、基本給とは切り離して
原資配分型の制度などを検討したいところです。

●退職金

　同じく図2の通り、本来は基本給と連動させる根拠
はなく無用なリスクを避けるという意味でも、少なく
とも、基本給非連動型の制度を検討するべきです。


